
基礎資料

新宿区の人口　（平成１６年６月１日現在）

合　　計 ３０万３０１４人

住民基本台帳人口 ２７万２９４２人

外国人登録人口 　３万００７２人

新宿区の昼間人口　（平成１２年国勢調査）

７９万８６１１人

ただし、区外から新宿区に通勤通学する人数のみで、

買い物や遊びに来た人は入らない。

新宿駅（周辺）の鉄道の乗降人数　（平成１４年度実績）

新宿駅

ＪＲ １４９万７０３０人

小田急 　４８万６１８６人

京王 　６９万９８０１人

東京メトロ丸の内線 　２５万１２０９人

都営地下鉄新宿線 　２３万１８３７人

都営地下鉄大江戸線 　　９万３１９３人

西武新宿線 　２０万１１１０人

新宿駅　合計 ３４６万０３６６人

周　辺

丸の内線新宿三丁目 　　４万６７１２人

丸の内線西新宿 　　３万６６９１人

都営新宿線新宿三丁目 　　３万８８５０人

都営大江戸線都庁前 　　２万９２８７人

都営大江戸線新宿西口 　　４万３４８７人

周辺駅　合計 　１９万５０２７人

新宿駅及び周辺合計 ３６５万５３９３人



新宿区の主な施策の流れ

平成９年　４月 「新宿区空き缶・吸い殻等の散乱防止に関する条例」施行

ポイント　①ポイ捨て禁止と意識改革（罰金）

          ②区民・事業者と一体となった美化への取り組み

区民の責務として

　「歩行中に喫煙をしないように努めなければならない」と規定。

９～１０年度　  灰皿・ゴミ箱の整備（新宿・高田馬場駅周辺に152箇所）

１４年～ 歩きタバコ撲滅キャンペーン開始（新宿駅、高田馬場駅、他）

路面表示等

１６年　１月 区民の声委員会報告書「路上喫煙・たばこのポイ捨て対策について」（内容は別紙）

区政モニター活動報告書「ポイ捨て問題の改革に向けての提言」

まちづくりの会からの提言

１６年　５月 駅周辺の灰皿・ゴミ箱に撤去表示

１６年　７月 灰皿・ゴミ箱撤去開始（予定）

喫煙スポット整備開始予定（新宿駅、高田馬場駅）



他の自治体等の動き

１４年１０月 千代田区「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」施行

路上禁煙地区などの指定、（過料の徴収）

１５年　５月 「健康増進法」施行　　第25条　施設ごとに分煙化または禁煙

多くの施設や私鉄構内は禁煙に　→　路上に喫煙者があふれる

１５年　７月 港区「みなとタバコルール」施行　 喫煙所の整備

駅周辺半径300mパトロール（新橋から開始）、罰則なし

１５年１０月 品川区「歩行喫煙・ポイ捨て禁止条例」施行

路上禁煙地区設定（過料徴収規定）、パトロール

杉並区「安全美化条例」に基づく杉並区の喫煙ルール施行

路上禁煙地区設定（過料規定：徴収なし）、パトロール

１５年１２月 小金井市路上禁煙地区指定する条例施行

過料規定あるが適用しない

１６年　４月 「渋谷区分煙ルール」スタート　

喫煙所整備と歩行喫煙禁止

１６年　６月 中央区「歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」施行

分煙の徹底（罰金等なし、氏名公表規定あるが）

大田区　「清潔で美しい大田区を作る条例」の改正（歩行喫煙自粛を努力義務化）

路上喫煙禁止地区指定（10月）、罰則適用の可能性も



 



歩きタバコに対する苦情の内訳

平成１５年度の１年間に新宿区に寄せられた「歩きタバコ」関連の意見や苦情は９３件

（文書又はメールで寄せられた件数。電話は含まない。）

匿名かつ抽象的な内容（歩きタバコ反対、等）を除く５８件の内訳は、

区民からの意見　 ３３件

うち　通勤経路での意見 １１件

　　　 繁華街（買い物等） 　８件

　　　 地域 　４件

　　 　大学周辺 　１件

　　　 不明 　９件

在勤者からの意見 ２５件

うち　通勤経路での意見 ２３件

　　　 その他 　２件

通勤時間帯の苦情が３４件（６割）に達しています。

具体的な意見では

西口から高層ビルエリアの禁煙化

路上の灰皿撤去（一方で効果無しとの意見も）

やけど・服のやけこげ被害

事業所単位の協力・社員啓発

駅構内・ビル禁煙のため路上で吸う

喫煙所の配置を

子供に危険

外国人対策（外国語広報等）

喫煙者のために税負担はおかしい

学生に注意を

などがありました。


